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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月20日(2018.12.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　癌を患っている対象の治療のための組成物であって、

【化５】

またはその薬学的に許容される塩を含み、前記組成物がタキサンまたはその薬学的に許容
される塩と共に投与されることを特徴とし、前記化合物Ａまたはその薬学的に許容される
塩及び前記タキサンまたはその薬学的に許容される塩の量が、それらの組み合わせが前記
癌の前記治療において治療的に有効であるものである、前記組成物。
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【請求項２】
　癌を患っている対象の治療のための組成物であって、タキサンまたはその薬学的に許容
される塩を含み、前記組成物が
【化６】

またはその薬学的に許容される塩と共に投与されることを特徴とし、前記化合物Ａまたは
その薬学的に許容される塩及び前記タキサンまたはその薬学的に許容される塩の量が、そ
れらの組み合わせが前記癌の前記治療において治療的に有効であるものである、前記組成
物。
【請求項３】
　前記タキサンが、パクリタキセル、ドセタキセル（タキソテール）、もしくはＡｂｒａ
ｘａｎｅ（登録商標）、またはその薬学的に許容される塩である、請求項１または２に記
載の組成物。
【請求項４】
　前記タキサンが、パクリタキセルまたはその薬学的に許容される塩である、請求項３に
記載の組成物。
【請求項５】
　前記癌がＫ－Ｒａｓエクソン２変異陽性癌である、請求項１～４のいずれか１項に記載
の組成物。
【請求項６】
　前記癌がＢ－Ｒａｆ変異陽性癌である、請求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記癌が非Ｖ６００　Ｂ－Ｒａｆ変異陽性癌である、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記癌が、皮膚癌、眼癌、消化管癌、甲状腺癌、乳癌、卵巣癌、中枢神経系癌、喉頭癌
、子宮頸癌、リンパ系癌、泌尿生殖器癌、骨癌、胆道癌、子宮内膜癌、子宮癌、肝臓癌、
肺癌、前立腺癌、及び結腸癌から選択される、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成
物。
【請求項９】
　前記癌が非小細胞肺癌である、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記非小細胞肺癌がＫ－Ｒａｓ変異陽性癌である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記非小細胞肺癌がＢ－Ｒａｆ変異陽性癌である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　化合物Ａまたはその薬学的に許容される塩が、投薬当たり最大６００ｍｇの量で、各投
与間に６日間の休止期間を伴って週に１回（ＱＷ）投与される、請求項１～１１のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　化合物Ａまたはその薬学的に許容される塩が、投薬当たり約４００ｍｇ～約６００ｍｇ
の量で投与される、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記タキサンが、投薬当たり約７０ｍｇ／ｍ２～約９０ｍｇ／ｍ２の量で投与されるパ
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クリタキセルまたはその薬学的に許容される塩である、請求項３～１３のいずれか１項に
記載の組成物。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本開示は、
　（ｉ）Ｒａｆキナーゼ阻害剤またはその薬学的に許容される塩と、
　（ｉｉ）タキサンまたはその薬学的に許容される塩と、を含む薬学的組成物に関し、該
Ｒａｆキナーゼ阻害剤及びタキサンまたはその薬学的に許容される塩の量は、それらの組
み合わせが応答期間の延長に有効であるものである。
一実施形態では、Ｒａｆキナーゼ阻害剤は化合物Ａまたは化合物Ｂである。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　癌を患っている対象の治療方法であって、前記対象に、
　（ｉｉｉ）Ｒａｆキナーゼ阻害剤またはその薬学的に許容される塩と、
　（ｉｖ）タキサンまたはその薬学的に許容される塩と、を投与すること含み、Ｒａｆキ
ナーゼ阻害剤及びタキサンまたはその薬学的に許容される塩の量が、それらの組み合わせ
が前記癌の前記治療において治療的に有効であるものである、前記方法。
（項目２）
　前記Ｒａｆキナーゼ阻害剤が、Ｒａｆタンパク質のＢ－Ｒａｆ　Ｖ６００アイソフォー
ム以外のものも阻害する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記Ｒａｆ阻害剤が、
【化３】

から選択される、項目１～２のいずれか１項に記載の方法。
（項目４）
　前記タキサンが、パクリタキセル、ドセタキセル（タキソテール）、もしくはＡｂｒａ
ｘａｎｅ（登録商標）、またはその薬学的に許容される塩である、項目１～３のいずれか
１項に記載の方法。
（項目５）
　前記タキサンが、パクリタキセルまたはその薬学的に許容される塩である、項目４に記
載の方法。
（項目６）
　前記癌がＫ－Ｒａｓエクソン２変異陽性癌である、項目１～５のいずれか１項に記載の
方法。
（項目７）
　前記癌がＢ－Ｒａｆ変異陽性癌である、項目１～６のいずれか１項に記載の方法。
（項目８）
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　前記癌が非Ｖ６００　Ｂ－Ｒａｆ変異陽性癌である、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記癌が、皮膚癌、眼癌、消化管癌、甲状腺癌、乳癌、卵巣癌、中枢神経系癌、喉頭癌
、子宮頸癌、リンパ系癌、泌尿生殖器癌、骨癌、胆道癌、子宮内膜癌、子宮癌、肝臓癌、
肺癌、前立腺癌、及び結腸癌から選択される、項目１～８のいずれか１項に記載の方法。
（項目１０）
　癌を患っている対象の治療方法であって、前記対象に、
　（ｉｉｉ）化合物Ａ：
【化４】

またはその薬学的に許容される塩と、
　（ｉｖ）パクリタキセルもしくはドセタキセルまたはその薬学的に許容される塩と、を
投与することを含み、前記活性剤の量が、それらの組み合わせが前記癌の前記治療におい
て治療的に有効であるものである、前記方法。
（項目１１）
　前記癌が非小細胞肺癌である、項目１０に記載の前記方法。
（項目１２）
　前記非小細胞肺癌がＫ－Ｒａｓ変異陽性癌である、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記非小細胞肺癌がＢ－Ｒａｆ変異陽性癌である、項目１１に記載の方法。
（項目１４）
　化合物Ａまたはその薬学的に許容される塩が、投薬当たり最大６００ｍｇの量で、各投
与間に６日間の休止期間を伴って週に１回（ＱＷ）投与される、項目１０～１３のいずれ
か１項に記載の方法。
（項目１５）
　化合物Ａまたはその薬学的に許容される塩が、投薬当たり約４００ｍｇ～約６００ｍｇ
の量で投与される、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記タキサンが、投薬当たり約７０ｍｇ／ｍ２～約９０ｍｇ／ｍ２の量で投与されるパ
クリタキセルまたはその薬学的に許容される塩である、項目１０～１５のいずれか１項に
記載の方法。
（項目１７）
　薬学的組成物であって、
　（ｉｉｉ）Ｒａｆキナーゼ阻害剤またはその薬学的に許容される塩と、
　（ｉｖ）タキサンまたはその薬学的に許容される塩と、を含み、前記Ｒａｆキナーゼ阻
害剤及びタキサンまたはその薬学的に許容される塩の量が、それらの組み合わせが応答期
間の延長に有効であるものである、前記薬学的組成物。
（項目１８）
　前記Ｒａｆキナーゼ阻害剤が、化合物Ａまたは化合物Ｂである、項目１７に記載の組成
物。
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